
令和７年７月１０日提出 

第７５回 社会を明るくする運動 

～諫早市社会を明るくし青少年を非行から守る決起大会～ 

標記について、次のとおりお知らせします。 

日 時 令和 ７年 ７月 １7日（木） 15時 00分～16時 00分 

場 所 高城会館 

内 容 □法務省主唱の“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支

える地域のチカラ～は今回で７５回を迎え、「更生保護の日」である７月１日から

１か月を強調月間として、全国各地で様々な催しが実施されている。 

 

□本市においても、この運動を推進するため、第７５回「社会を明るくする運動」

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～諫早市推進委員会

（委員長 大久保潔重）を結成し、関係機関・団体等の参加、協力を得て運動を

展開し、決起大会を開催するもの。 

 

□決起大会の内容については別添のとおり 

問い合わせ先 

諫早市  こども福祉部  地域福祉課 担当：後田 

電話番号：0957-22-1500（内線３２１４） 

E-mail：fukushi @city.isahaya.nagasaki.jp 

担当課 同上  

備 考 

（記事解禁日等） 
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犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ 

とき  令和７年７月１７日（木） 

ところ 高城会館  

 
時間 １0：００～１6：００ 

内容 ①パネル展示 

②ミニ矯正展 

場所 ①１階ロビー 

②３階中会議室 

 
長崎刑務所で作られたバッグやベルト

など小物などの販売、更生保護に関す

るパネル展示 

※家具の販売はありません 
 

時間 １５：0０～１６：００ 

内容 セレモニー 

弁論発表 

場所 １階大研修室 
 

 

 

書類選考において選ばれた中学生上位

３名による弁論発表 

問い合わせ 諫早市地域福祉課（℡２２－１５００） 
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